
事態（Public Health Emergency of International 

Concern；PHEIC）と宣言した。その後，感染拡

大し続けた結果，３月11日に，WHOは，新たに

COVID-19が世界的な「パンデミック（pandemic）」

になったことを発表した（WHO, 2020）。アメリ

カのジョンズ・ホプキンス大学（Johns Hopkins 

University；JHU）の集計によると，世界の新型

コロナウイル感染者は，2021年９月29日現在で，

約２億3,278.9万人と476.3万人の死者が出た。世

界最大の感染国であるアメリカは，累計4,327.7万

人と4,300万人を突破し，世界全体の約18.6％を占め

る。アメリカは，１日当たりの感染者数が，2021

年６月には１万人以下まで低下して，収束の兆し

が見えていたが，その後，再び感染が拡大，直近

４週間の感染者数は，400万人超と世界の中で，群

を抜いて多い。２位のインドは3,371.6万人で，３

位のブラジルは2,138.2万人である（JHU, 2021）。

他 国 と 比 較 し て， 台 湾 は， 特 に2020年 に

COVID-19パンデミックの影響をあまり受けな

かった。2020年１月21日に，台湾はCOVID-19の

最初の海外移入感染者を報告し，台湾疾病管理

センター（Taiwan Centers for Disease Control；

TCDC）が中央感染症指揮センター（Central 

Epidemic Command Center；CECC） を 発 足 し，

内政部，教育部，交通部などが関連省庁間の水平

的対策調整を行った（TCDC, 2020；Wang, 2020）。

台湾政府は，以前のSARS，H1N1などの経験
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はじめに
世界保健機関（World Health Organization；

WHO）は，2020年１月30日に，新型コロナウィ

ルス（COVID-19）を国際懸念の公衆衛生上の緊急

＊ 本稿は，令和３年度山口大学学長LS経費（台湾における医療ガバナンスの現状と課題：COVID-19を事例に）による研究成
果の一部である。

台湾における感染症医療ガバナンスの政策分析：
COVID-19対策に関する考察＊

陳　　　禮　俊
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に基づいて，COVID-19の感染拡大を緩和し抑制

するために，迅速かつ効果的な対策を取った。中

国との地理的近接性と中国からの市民と緊密な交

流があるため，台湾は2020年１月に，中国で未

知のウイルス感染のニュースが最初に知らせた

とき，感染リスクが最も高いと考えられていた

（Gardner, 2020）。しかし台湾は，国境管理（水

際対策），PCR検査，接触追跡（contact trace），

その他の公衆衛生対策を通じて，COVID-19の影

響を効果的に回避した（Summers et al., 2020）。

2021年５月９日時点で，台湾の確認された感染

者は1,184件，死亡者は12人で，その大半が海外

移入感染者であった（TCDC, 2021）（図１を参照

してください）。COVID-19は依然として，感染

が広範囲に及び，社会，経済，文化のグローバル

社会の両面で，国際関係に悪影響を及ぼしている

（Cheng, 2020）。COVID-19の制御に成功した台湾

は，国内総生産（GDP）の減少が１％未満の傾

向にあるとして，中程度の経済的影響を持つ国の

１つとしてリストされているにつながっている

（OWD, 2021）。

しかし，この世間が羨ましい日常風景は，

COVID-19の 市 中 感 染（community spread） の

発生が，日常生活を覆した2021年５月中旬に終

わった。５月８日に，桃園空港のノボテルホテル

（Novotel Hotels）で集団感染が発生し，その後，

宜蘭県羅東鎮，新北市蘆洲地区で集団感染が新た

に確認された。また，台北市萬華区では，集団感

染が相次いで発生し，感染は急速に拡大してい

る。５月10日に，COVID-19の感染者（国内感染）

は15人に，５月15日に，前日の34人から一気に

185人に上り，16日には207人，17日には335人と

続いたため，５月19日に，CECCは，第３級の流

行警戒レベルに入ると発表した。しかし，この感

染者数（海外移入を含む）は，ここ数日で大幅に

減少し，１日当たりの新規感染者は，過去７日間

平均で，５月28日の596.6人のピークから，９月

30日の10人未満（8.1人）に減少した（図２を参

照してください）。８月25日に，国内感染者は再

び「ゼロ（＋０）」に戻り，台湾は市中感染の新

たな低い値を報告しつつあり，再度「COVID-19

を制御した」と宣言した。2021年９月30日現在，

台湾では，16,223人の感染者が確認され，累積死

亡者は842人で，他国と比べて，比較的に被害が

少なかったと評価できる。世界的なパンデミック

はまだまだ収まらない中，台湾の成功を説明する

ものは何であるか？政策立案者が台湾の経験から

学べる示唆は何であるか？

科学論文，政治家，政府のパンデミックの専

門家によって，先行研究だけでなく，様々な国

際ニュース報道とジャーナリストは，COVID-19

の流行を制御した台湾の成功は，いくつかの以前

のパンデミックを扱った経験と切り離せないこと

が伝えられている。2003年に，政府の準備不足の

ために，台湾は重症急性呼吸器症候群（Severe 

acute respiratory syndrome；SARS 2003）パン

デミックに直面した。台湾は2003年に，SARS感

染者が最も多い国の１つとなり，これらの症例の

最大の犠牲者は医療従事者であった。この経験

から離れ，台湾は特に感染症への取り組みにお

いて，いくつかの医療ガバナンス改革を行った

（Yen, 2014）。

本稿は，台湾の感染症医療ガバナンスの政策

転換を見て，2003年のSARSの流行，2009年の

H1N1，およびCOVID-19に対する感染拡大防止

対策を考察する。その目的は，感染症パンデミッ

クにおける台湾の医療ガバナンス政策の変遷と経

験を見て，将来の感染症パンデミックに対処する

ための示唆を模索する。

本稿は，経験主義の伝統，すなわち，分析対象
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図１　台湾におけるCOVID-19の感染状況（2020.1.16-2021.5.9）
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図２　台湾におけるCOVID-19の感染状況（2021.5.10-9.30）
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の観察結果に基づく現象を説明する研究である。

観察は，分析対象に関わる関連機関，政府部門か

らの統計資料，文献，および研究機関の先行研究

から二次資料に基づく間接的な観測である。これ

らの二次資料は，収集したデータの解釈を通じ

て，問題の現象を深く理解することを目的とし

て，定性的アプローチを用いて収集・分析される。

本稿は以下のように構成される。第１節では，感

染症の経験と医療ガバナンス改革の背景について

考察する。第２節では，感染症対策におけるビッ

グデータとデジタル技術の役割について調べる。

第３節では，医療戦略と非医薬介入について分析
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する。第４節では，社会政治的視座に基づく考察

である。最後に本稿の結論を簡潔にまとめ，今後

の研究課題を提示することにしたい。

１．�感染症の経験と医療ガバナンス改革の
背景

1918年のスペイン，1957年のアジア，1968年の

香港インフルエンザのパンデミックなどの以前の

流行にもかかわらず，パンデミックによる重大な

公衆衛生上の脅威の可能性への注意は，1997年

に，香港でH5N1鳥インフルエンザのヒト症例が

発生した。この流行後，台湾疾病管理センター

（Taiwan Centre for Disease Control；TCDC）は，

インフルエンザモニタリングネットワークの調整

を開始し，1998年以来，鳥類，養鶏場，鳥類市場

でのインフルエンザ流行の潜在的な出現に，焦点

を当てた鳥インフルエンザを定期的にモニタリン

グしてきた。モニタリング活動が強化されたに

もかかわらず，2003年に重症急性呼吸器症候群

（severe acute respiratory syndrome；SARS）が

発生した。

1.1　重症急性呼吸器症候群

台湾における2003年のSARSの流行は，３つの

段階に分けられる。第１段階，最初のSARS感染

者が台湾に入国し始める時期（2003年４月20日以

前）である。2003年４月21日から５月20日までの

第２段階が続き，感染のピークとなる。第３段階

は，2003年５月21日から７月５日までである。

台湾で，最初に検出されたSARSの感染者は，

2003年２月25日に中国から帰国した実業家であっ

た。この感染者は，2003年３月14日に確認され

た。2003年３月14日から４月21日まで，台湾は

SARS感染者28例を報告した。この段階では，台

湾は感染拡大にうまく対処することができた。こ

の段階のすべての症例は，広東，北京，福建から

海外移入された症例であり，いずれも中国から

の移入感染者であった。当時の台湾の健康保険

署（健保署）の対策は，感染制御訓練，接触追跡

と検疫/隔離，ならびに空港および国境管理（水

際対策）に関連する諮問委員会を設立することで

あった。

台湾が，第１段階で，SARSを制御することに

成功したため，2003年４月初め，WHOは台湾を

当初の「感染地」から「感染が限定された地域」

に変更した。この第１段階での成功により，台湾

はWHOにSARSに関わる報告として，取り組む

ことに成功したと宣言し，警戒を緩め，政治化し

た。この怠惰な警戒は，台湾がSARS感染の第２

段階を経験する要因の１つとなった。

第２段階のSARSは，2003年４月21日に始まり，

その間に，台湾のある病院に院内感染が広がっ

た。当時は，30人の感染者と50人の疑いのある患

者がいた。この感染事件は，SARSに感染したが，

検出されていなかった病院の関係者に由来した。

この感染者は病院患者，病院職員，病院の訪問者

などと，非常に濃厚に接触した。2003年４月22日

に，この病院がSARS集団感染となり，61人の医

療従事者が，他の数人の病院職員と共に隔離され

た。24時間以内に，SARS感染者は，検疫/隔離

を受けた感染者以外の10人に，さらに感染者を増

やした。４月23日には，感染者の大半が，救急外

来と病院の６つの異なるフロアから由来したこと

が判明した。TCDC（2003）は，少なくとも１週

間前に，入院していた市民の相互感染のために，

他の場所に，感染拡大していたと結論付けた。

当初，病院はSARSが集団感染していたことを

認めることに，消極的であったので，この事件の

発生当初の病院の対策は非常に遅かった。しかし

病院は，外部の当事者の介入後，すぐに行動し
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始めた。2003年４月23日に，健保署は病院に広

がるSARSを対応する医療チームを任命した。翌

日，病院は直ちに閉鎖/隔離され，スタッフ，訪

問者，感染者は出入りすることが許されなかっ

た。2003年４月９日から入院できなくなったが，

そこにいた感染者や訪問者は，自宅で検疫/隔離

する必要があった。SARSと診断された感染者は，

SARS陽性感染者の治療に専念する病院の２階に

直接移された。４月29日から５月８日まで，81

人のSARS陽性感染者が，台北の15の病院に搬送

され，他の200人はSARSに感染の疑いがあるが，

自宅で検疫/隔離されたり，他の病院に搬送され

たりした。2003年５月22日時点，この集団感染の

広がりから，合計137人の感染者があり，そのう

ち，45人（37％）が医療従事者で，26人（19％）

が死亡した（TCDC, 2003；Yen et al., 2021）。

SARSの最初の集団感染として，この病院は，

他の８つの病院にドミノ効果を引き起こした。こ

れらの集団感染の大部分が，SARSに感染した入

院患者に由来して，その後，退院または他の医療

施設に移された際に発生したと思われる。これに

より，SARSはいくつかの大学や病院を含み，台

湾各地に急速に広がった。病院や大学での流行に

加えて，地域社会におけるSARSの散発的な広が

りも広く見られた。これにより，台湾は中国本土

と香港に次いで，世界第３位のSARSの感染地と

なった。

SARSの流行は透明性（transparency）のない

病院政策によるものであることが認識され，政府

は病院を処分し，すべての病院が，SARSの症例

を知らせるのに透明であることを要求した。これ

により，新しい症例の報告が迅速になった。この

状態は，感染拡大の中心となったため，最終的

に，いくつかの研究所や病院が，５月下旬に閉鎖

されることにつながった。SARS感染者の増加は，

特に虚偽の情報の拡散に伴い，市民の間でパニッ

クを引き起こした。マスクの不足につながり，

台湾を非常に混沌とした雰囲気に陥った（Yen, 

2014）。

台湾の健保署は，流行に対する対応メカニズム

をリセットすることを決定した。健保署はタスク

フォースの長を任命し，緊急対策センターを設立

した。当時の政府の主な取り組みは，SARS感染

者を治療するために，いくつかの病院を専門病

院として，任命することであった。SARSの疑い

がある感染者を特定し，救急センター（ER）での

ウイルスの拡散を最小限に抑えるために，約100

の診療所も設置された。政府はまた，検疫/隔離

された住民を収容するために，キャンプ場や軍事

施設を変更するだけでなく，1,000の隔離室を設

置した。自宅での在宅検疫/隔離は，Webベース

のカメラシステムで行われた。感染者，医療従事

者，訪問者に対する発熱チェックは，すべての医

療施設で必要とされていた。健保署はまた，感染

症対策チームを育成し，医療従事者の教育とモニ

タリングを継続するためのカリキュラムを開発し

た。政府はまた，病院に広がる院内集団感染の管

理と，制御に関連する標準手術手順（SSP）を作

成した。政府の様々な努力と，2003年５月４日

に，台湾に来たWHOチームの支援により，台湾

はついに，SARSの流行を制御することができた。

これは，台湾の2003年SARSパンデミックの第３

段階と考えられている。

専門家によると，台湾のSARS 2003に対抗する

ための最初の取り組みは，特に組織間の調整の欠

如，不明確な指揮系統，医療資源配分の効率の欠

如，制御不能な情報の流れなど，いくつかの理由

により，第２段階ではうまくいかなかった。その

結果，347人が感染し，73人が死亡し，そのうち

30％が医療従事者であった。この経験から，台湾
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は，特に感染症対策部門において，いくつかの医

療ガバナンス改革を行った。

1.1.1　�SARS�2003以降の台湾の医療ガバナンス

改革

2003年のSARSの流行後，台湾は感染症医療ガ

バナンス改革を行った。これらの改革には，モニ

タリングシステムの改善と感染症の取り扱いに関

連する支援と教育システムの改善が含まれた。感

染症の取り扱いに対する病院の準備を確実にする

ために，毎年の定例検査や現場検査も実施してい

る。政府は，感染症から医療従事者を保護するた

めに，毎年インフルエンザワクチンに資金を提供

している。2003年に始まった感染症の管理を監督

する機関による認定要件と検査プロセスの１つ

に，ワクチン接種プログラムを含めている。その

実施以来，インフルエンザ接種における医療従事

者の年間平均参加率は，約90％である。さらに，

手の衛生状態を維持するための戦略は，台湾の院

内感染の減少に直接的な影響を与えている。

台湾はまた，「インシデントマネジメントシス

テム（incident management system；IMS）」に

基づく感染拡大に対抗するための体系的かつ統

合的なアプローチを開発した。IMSは，行動，計

画，資金調達，および後方支援の４つの要素から

構成される「コマンド・アンド・コントロール

（common and control）システム」のチェーンで

ある。

2003年のSARSの流行の間，台湾は多くの医療

従事者を失い，医療従事者を保護するための政策

が将来の国の優先事項となった。結果として生ず

る政策転換の１つは，感染症に感染していると疑

われる感染者の流入の規制に関する。つまり，４

つのステップがある。感染者が入院する前に，ま

ず，感染者の状態または状態を確認する（最初の

検査を行う）。第２に，特別な隔離室に感染症陽

性感染者を配置する。第３に，勤務する前に，特

別な隔離室に医療従事者を配置する。第４に，主

に医療従事者や感染者に75％のアルコールと無菌

手袋を提供するために，様々な場所に衛生装置を

設置する。

Yen et al.,（2014）は，感染者の流入を規制す

ることが，医療従事者を保護し，同時に感染拡大

を減らすために，病院で適用されなければならな

い主なステップであると考えた。SARSのこれま

での経験から学び，台湾は全域に６つの「感染症

管理医療ネットワーク（Communicable Disease 

Control Medical Network；CDCMN）」を設立す

ることで，医療と公衆衛生システムを統合した。

病院，感染管理ユニット，公衆衛生，および中央

および地域の衛生福利部のいくつかのユニット

の専門家は，IMSの責任者を務める医療ディレク

ターの調整の下で，働くために募集された。この

CDCMNモデルの発展は，感染，指揮系統，発生

時の情報管理に，対面会議，ビデオ会議，または

電話会議のいずれかで簡単に伝え，柔軟で調整で

きるようにするものである。CDCMNは，パンデ

ミックへの備えにおける計画と医療行動を促進す

るために，人材，後方支援，モニタリング情報，

症例急増情報，専門隔離病院に関する情報を共有

している。CDCMNはまた，緊急時の緊急事態，

特に感染症のパンデミックに直面した準備に直

面した組織間の調整の有効性を検査するためのト

レーニングを定期的に実施している（Yen, 2014）。

1.1.2　危機管理の意識改革

危機管理の面では，台湾は，WHOシステムに

沿った警戒段階システムを開発した。台湾のロー

カルパンデミックリスク警戒システムは，４段階

に分かれている。このような段階には，第１，２，
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３，および４級が含まれ，感染拡大を制御する段

階に関するWHO指令に従っている。第１級は，

「インターパンデミック」段階と第２級のWHOが

「警戒」段階と呼ばれる場合にも参照される。第

１級では，世界的に病気の伝染の平均症例は依然

として非常に少ない。第２級は，世界的に感染者

の平均値が増加し始めるときである。そして，全

世界で感染者の平均値が増加し続ければ，台湾は

第３級と第４級を設置する。SARS 2003の流行の

経験から学び，政策転換を進める上で，台湾は病

院での感染を防ぎ，医療被害を避けるための取り

組みに関連しているため，第３級と第４級の様々

な政策の改善に重点を置いている。

第３級は，台湾における「ヒトからヒトへ」の

感染の数が限られている状態である。この段階で

の対応戦略は，公衆衛生資源の動員，感染/接触

者の隔離，感染者用に設計された特別な隔離ユ

ニットを持つ入院感染者の隔離によって，感染拡

大を抑制するための利用可能な医療資源の開発な

ど，すべての疫学努力を増やすことであった。ま

た，特に公共交通機関の利用制限など，社会的距

離を広げる努力を行う。第４級は，台湾で多数の

地域/市中感染が特定された場合に宣言される。

この段階では，多くの人が病院に行き，医療施設

の必要性を高める。この段階で実施する戦略は，

感染拡大の悪影響を低減し，社会秩序を維持し，

医療制度を支える災害対応モードへの移行であ

る。そして，パンデミック（WHOはそれを「移

行段階」と呼ぶ）の余波の中で，台湾は危機回復

に焦点を当て，将来の流行に備えてパンデミック

対応を改善し，改善するための教訓を集めている。

WHO指令に導かれた４段階の対応戦略に加え

て，台湾はウイルスに感染した感染者の数を跳ね

上げた場合の急増段階（surge phase）のモニタ

リングと処理に焦点を当てた他の取り組みも構

築している。感染者のモニタリング作業の中で

も，呼吸器症候群のモニタリングが最も効果的な

取り組みと考えられている。しかし，SARS 2003

の場合，台湾は感染者の報告が遅かったため，シ

ステムは効果がなかったことに気付いた。今後も

この課題を繰り返すべく，台湾政府は，当初は

監視システムを改正し，モニタリングとマニュ

アルによる報告を，技術や情報の開発を利用し

て，自動的に計算したモニタリングと報告に変

更した。政府は，次の原則を持つ監視システム

を設計した。第１に，病院の「免疫グロブリン

D（Immunoglobulin D；IGD）からタイムリーか

つ柔軟な方法で，データを自動的に収集できる統

合された監視システムである。１）第２に，収集さ

れたデータを分析することによって，感染発生の

早期検出を可能にするアルゴリズムと，看護師が

さまざまなデータを迅速に入力し，流行分析プロ

セスを容易にするウェブサイトシステムを構築し

た。台湾政府は，強力な情報システムの開発に支

えられているビッグデータ分析を活用して，分

析と政策を展開している。また，政府は，感染

者の「旅行，職業，接触，集団感染リング/居住

地域および活動）（Travel, Occupation, Contact, 

and Clustering/area of residence and activity；

TOCC）」の履歴を追跡するシステムおよび医療

従事者の重要性を強調した（Yen, 2014）。

1.1.4　�感染症管理法の改正よる感染症医療ガバ

ナンスの制度化

台湾は，感染症医療ガバナンスの技術的取り扱

いに関する政策に加えて，アウトブレイク制御の

１） 免疫グロブリンD（Immunoglobulin D；IgD）は，免疫グロブリンMとともに，未成熟のB細胞表面に存在するタンパク
質の約１％を占め，抗体タンパク質の１つである。血清中の分泌タンパク質としても極微量存在する。分泌IgDは，δク
ラスの２つの重鎖と２つのIg軽鎖からなる単量体である。
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制度化に向けた準備にも注力している。台湾の公

共政策に備える動きは，WHOの下で，世界保健

会議（World Health Assembly；WHA）の年次

総会に関与していない国の調整を促進する上で，

大きな鍵の１つである。台湾は2004年に「感染

症管理法（Communicable Disease Control Act；

CDC法）」を改正した。この法律は，世界的なパ

ンデミックが発生した場合に，中央感染症指揮

センター（Central Epidemic Commend Center；

CECC）を規制する最初の国となるため，台湾の

公衆衛生政策における最大の成果の１つである。

また，中央政府，地方自治体，およびその他利害

関係者に対する感染症に関する情報や，データの

送信を任務とする統合データシステムとして，国

民健康指揮センター（National Health Command 

Center；NHCC）の設立を規制している。CECCは，

台湾が発展し続けている高度な情報技術によって

支えられている。

台湾も健康保険制度の改革を続けている。1995

年から台湾で実施され，台湾の人口の99％を

カ バ ー す る「国 民 健 康 保 険（National Health 

Insurance；NHI）」制度は，改革を続けている。

政府は，NHI制度の導入が，効果的かつ効率的に

実行できるように，情報技術の開発を支援するた

めに多額の投資を行っている。2003年に，台湾政

府は，ビッグデータ分析を通じて，迅速に分析す

るために，統合されたデータ情報を収集すること

が簡単にできるように，各感染者のデータを格納

するための電子NHIカードを立ち上げた（第４節

でより詳しく考察する）。

1.2　感染症対策におけるN1H1パンデミック

2009年４月に，H1N1ウイルスはメキシコで確

認され，６週間足らずに，世界の様々な地域へ急

速に広がった。2009年５月20日に，台湾は初めて

N1H1ウイルスの拡散を特定し，2003年にSARS

の取り扱いに悪影響を及ぼした後に，台湾がまと

めた感染拡大を制御するための様々なメカニズム

の実施を開始した（Yen, 2014）。

台湾は，H1N1感染者を扱う特別隔離病院に指

定されている病院を活性化した。台湾の最初の対

策は，積極的な疫学調査や接触追跡，自宅検疫/

隔離を通じて，感染者を見つけることに焦点を当

てた感染症の広がりを抑制することであった。こ

の最初の対応は，台湾が地域や地域社会の広がり

を防ぐことができたため，H1N1の流行を嗅ぎ分

けることができた。

H1N1を世界的なパンデミックと宣言した後，

台湾は，戦略を阻止から緩和に変更した。この変

化は，ウイルスが世界的に広がった後に起こり，

台湾のいくつかのコミュニティで，市中感染を局

所的に検出し始めた。病院感染を通して広がる

2003年のSARSとは異なり，H1N1は学校感染を

通して広がった。H1N1感染は，台湾が感染症対

策改革の課題を浮き彫りにした。SARS 2003は，

病院を通じて広がって以来，台湾は，2009年以前

は病院を通じて，感染拡大を規制することに関す

る政策の策定に重点を置いた。2009年に，H1N1

の経験を持つ台湾は，病院外，特に学校での感染

対策に関する政策を開始した。2009年に，台湾は

学級閉鎖の方針を発表したが，学校全体を閉鎖し

なかった。台湾が地域社会での局所ウイルスの蔓

延を検出したため，学校は５日間閉鎖された。5

日間の休みの後，ウイルスの拡散を防ぐのに関連

する様々なメカニズムを実行して，学校を再開した。

この場合，学生は野外活動を行うことを禁止さ

れ，混雑を避けた。コミュニティ全体がマスクを

着用し，個人衛生を維持することが必要であっ

た。このクラスの遅延政策は，最終的にはパンデ

ミックの真っ只中で，教育と学習システムを維持
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する必要があった。

クラス遅延政策に加えて，実践されていた他の

政策は「コミュニティインフルエンザセンター 

（Community Influenza Centers；CIC）」である。

台湾がまとめた感染症対策では，パンデミックが

発生すれば，病院の屋外でチェックポイントが設

置される。これらのCICの設置は，最終的には病

院に入ることなく，屋外で公衆衛生チェックを容

易にし，院内感染を避けた。これは最終的に，作

成されたプロトコルがパンデミック時間で変更さ

れ，より効果的で効率的な結果を得ることができ

ることを証明している。

H1N1パンデミックは，2003年のSARS感染者

よりも台湾によって，制御が容易であった。台

湾のH1N1ウイルスによる死亡率は，100万人当

たり1.8人で，経済協力開発機構（Organization 

for Economic Cooperation and Development；

OECD）加盟国の平均死亡率の約３分の１であっ

た。台湾は，総人口の25％を占めるH1N1ワクチ

ンのカバレッジで，世界のトップ５にランクイ

ンした（Lai, 2018）。これは，SARS 2003以降の

台湾の政策転換とは切り離せない。台湾は，2003

年のSARSパンデミックから教訓を得て，将来の

パンデミックが広がる可能性があるために，十分

に準備したことを証明している。2004年から2009

年にかけて発展された政策は，2009年のH1N1パ

ンデミックの間にいくつかの政策改革を行い，将

来のパンデミックに対処する準備をさらに強化し

た。

1.3　COVID-19と台湾モデル

台湾政府は，2019年１月31日に，インターネッ

トレポートを通じて，中国で原因不明の肺炎の

発生に関する情報を受け取った。台湾は，直ち

にWHOにメールを送り，この感染について尋ね

た。2020年１月２日に，台湾は，NHIの下で，病

院の感染症を管理するための症例報告規則とメカ

ニズムを強化し始めた。そして，2020年１月５日

に，台湾は，感染に対処するための特別なタスク

フォースを設立した。２日後の2020年１月７日

に，台湾は武漢に対して，第１級の旅行警戒勧告

を出した。１週間後の2020年１月15日に，台湾政

府は，COVID-19が「第５類法定感染症」である

と発表し，台湾のすべての保健・公共サービス機

関に注意喚起と待機を警戒した。１月20日に続い

て，台湾はCECCを活性化した。同日，蔡英文大

統領は，国家安全保障会議の緊急会合を招集し，

COVID-19の流行を抑制する省間の取り組みを統

合し，調整し，財政援助と経済刺激策を規制した。

台湾のCOVID-19への迅速な対応は，2003年の

SARSの流行と2009年のH1N1ウイルスの流行に

取り組んだ経験と切り離せない。台湾の戦略に

は，国境検疫/隔離（水際対策），ホテルでの検疫

/隔離，自宅での14日間の在宅検疫/隔離，感染

症に関連するNHIの動員，医療機器や個人保護具

（personal protect equipment；PPE） の 利 用 可

能性の確保，迅速な旅行警戒の発令などがある。

CECCは，正確で透明性のある情報を提供し，健

康とリスク管理の知識を一般に提供するために，

毎日記者会見を開催している。政府は，社会的距

離を保ち，群衆を避けるように市民に求める。

2020年１月21日に，台湾でCOVID-19の最初の

感染者が確認された。COVID-19の流行の最１波

は，感染者の大半が中国から海外移入され，１月

に集中的に発生した。感染の第２波は３月中旬に

発生し，大多数の感染者は欧米からの海外移入で

あった（図１を参照してください）。最初の陽性

感染者が確認された後，台湾は武漢発着便が一時

的にキャンセルされた武漢に対して，第３級の旅

行勧告を直ちに発令した。そして，第２波のピー
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ク時，３月21日に，台湾は再び世界のすべての国

に対して警告を発令した。台湾への一時的な渡航

禁止は，２月６日に，中国市民に対して，２月11

日に，香港とマカオの市民に対して，最終的に３

月19日に，国際社会全体の台湾訪問禁止が実施さ

れた。

台湾は，台湾へのフライトに搭乗する前に，健

康診断や検疫/隔離ホテルの予約を行い，フライ

ト中のアナウンスと検疫/隔離，到着後14日間の

在宅検疫/隔離またはホテル検疫/隔離に関する電

話通知，空港や自宅またはホテルでのチェック，

安全な現地の交通手段の確保，自宅とホテルの両

方での旅行者の検疫/隔離のモニタリングなど，

さまざまな検疫/隔離規則を課している。安全な

地元の交通手段だけでなく，自宅とホテルの両方

で，旅行者の自己検疫/隔離をモニタリングする。

旅行者は自宅で14日間，自己検疫/隔離規則に従

わなければならない。この規則は，COVID-19の

陽性反応を示した感染者と濃厚接触者にも適用さ

れる。政府職員と医療従事者は，１日に１，２回

検疫/隔離を受けている市民をモニタリングする。 

COVID-19の流行を制御する台湾の革新の１つ

は，2003年のSARS事件以来実施・開発された情

報技術を活用することである。台湾は，電子セ

キュリティ監視システムを使用して，すべてのコ

ミュニティ，地域，ならびに自宅検疫/隔離また

はホテル検疫/隔離を受けている市民の健康状態

をチェックする。一般市民は，TOCCに関する情

報（旅行歴，職業，接触者履歴，地域集団感染情

報）をオンラインで記入するよう求められる。在

宅検疫/隔離またはホテル検疫/隔離の追跡システ

ムは，検疫/隔離中の市民にサービスとサポート

を提供するために使用される。LINEアプリケー

ションは，健康状態報告，医療相談，医療サービ

スに使用される。台湾はまた，デジタル追跡シ

ステムを使用して，所定の検疫/隔離区域を出た

場合に，検疫/隔離対象者に警報を鳴らす。地方

自治体はまた，制限付きの相談サービス，家族訪

問，食糧配達，ゴミ収集，医療の取り決めなど，

検疫/隔離された市民に対して，幅広いサービス

とサポートを提供している。COVID-19の症状を

持つ人は救急車で搬送され，症状のない人は必要

な保健サービスでサポートされる。

2020年４月１日に，CECCは社会的距離規制に

関する規則を発表した。一般市民は，屋内では少

なくとも1.5m，屋外では１mの社会的距離を保つ

ように求められる。一般市民は，混雑した地域

で，マスクを着用するだけでなく，寺院，国立公

園，ホテル，ナイトマーケット，ショッピングエ

リアへの訪問を制限するように求められる。台湾

市民は，これらの規則に非常に従順である。市民

は公共交通機関，レストラン，学校，または他の

公共の場所で，社会的距離をよく守られている。

台湾政府は，92のマスクの生産ラインを設置す

るために，ナショナルマスクチームを組織し，他

の73社と協力してマスクを生産した。2020年４

月16日現在，マスクの平均生産量は，１月上旬

の190万枚から，４月中旬には1,600万枚に増加し

た。この生産の増加は，原材料，機械，プロキシ

回線，安定した電源の統合に関する政策によって

支えられている。NHI証を使って，薬局でマスク

を買うことができる。政府はまた，マスクをオン

ラインで購入し，ATMやクレジットカードで支

払い，コンビニエンスストアで受け取るための

ウェブサイトを提供している。

COVID-19を緩和する市民を含む台湾の２つの主

要な戦略がある。第１に，「地域アルコールベース

の手指衛生（alcohol-based hand hygiene；AHH）

イニシアチブ」である。AHHは，SARSの余波

で，標準的な経後感染制御政策となった。この方
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針は，2009年のH1N1の間に病院を超えて，感染

症を防ぐために，アルコールベースの手指消毒

剤（alcohol-based hand sanitizers；ABHS）の使

用を強調した。COVID-19の間，台湾政府は，感

染拡大を防ぐために，病院に出入りする前に，手

を消毒する国家運動に参加するよう市民に奨励し

た（TCDC, 2020c）。第２に，コミュニティフェ

イスマスクイニシアチブである。2003年のSARS

流行の影響を受けた国々から始まった新興呼吸器

疾患に対応したフェイスマスクの着用習慣は，そ

れ以来個人的な保護行動となっている（Chen et 

al., 2004；Feng et al., 2020）。SARS-CoV-2は，症

状が現れる前から液滴を介して，感染することが

判明した（To et al., 2020）。政府のガイドライン

は，市民が８つの公共施設および適切な社会的距

離が不可能な地域で，フェイスマスクを着用すべ

きであると強化した（TCDC, 2020d）。

2021年５月９日時点で，台湾の確認された感染

者は1,184件，死亡者は12人で，その大半が海外

移入感染者であった（TCDC, 2021e）。数ヶ月連

続で台湾は，ウイルスの拡散がまだ世界中で，急

速に成長している時期に，ゼロ症例を経験した。

台湾は，多くの陽性症例が海外移入感染者である

ため，地域で最も広がった国の１つである（感

染者は海外からの旅行者である）。台湾はまた，

COVID-19パンデミックの間にロックダウン（都

市封鎖）を行ったことはなかった。地域の緊密さ

と，高く確認された症例が低く，ロックダウンの

欠如が確認された中国と，台湾の関係の激しさを

見ることは，台湾がCOVID-19の流行に対処する

準備ができていることを証明している。台湾が

2003年のSARSとH1N1パンデミックから受けた

教訓は，COVID-19パンデミックから市民を守る

成功した国の１つとして，評価に値すると思われ

る。

1.4　感染症対策からみた医療ガバナンスの変化

以上の考察から，SARS，N1H1，およびCOVID-19

などの感染症パンデミックにおける台湾経験の蓄

積は，表１にまとめることができる。

表１　パンデミックに対する台湾の対応政策の比較
対応政策 SARS 2003 H1N1 2009 COVID-19

ａ．モニタリング ◦ 政府はウイルスの拡散を完全
にモニタリングしていない。

◦ モニタリングは，誰が世界的
にウイルスの潜在的な広がり
を発表した後にくる。

◦ WHOがパンデミックを発表
する前からモニタリングが行
われる。

ｂ．国境検疫 ◦ 国境検疫を実施するが，不十
分である。

◦ 国境検疫は，パンデミックが
世界的に発展するにつれて，
強化し始める。

◦ 国境検疫は，パンデミックが
世界的に発展する前から厳し
い。

ｃ．感染症報告 ◦ まず，医師による手書報告に
頼り，その後，文書化する。

◦ 報告書 は文書化されている。 ◦ 報告書作成は，人工知能（AI）
とビッグデータ分析で強化さ
れている。

ｄ．対応計画 ◦ 対応は散発的で，方向性がな
く，協調性が欠けている。

◦ 対応はより直接的であり，機
関間の調整はスムーズに実行
される。

◦ 対応は非常に体系化され，機
関間の調整は事件が確認され
る前に行われ，政府は予防的
決定を下す際に迅速に対応す
る。

ｅ．接触追跡 ◦ 追跡は難しい。 ◦ 機関間の調整が円滑に進んで
おり，感染報告書が十分に文
書化されているため，追跡が
容易になる。

◦ 接触追跡は，機関間の良好な
連携と，AIやビッグデータ
分析などのITの進歩を利用
して容易に行われる。 

ｆ．実験室の準備 ◦ 実験室は準備ができている
が，小規模である。

◦ 政府が実施した医療ガバナン
ス改革により，早期発見・診
断を迅速に行うことができ
る。

◦ 政府が実施した医療ガバナン
ス改革により，早期発見・診
断を迅速に行うことができ
る。
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SARS 2003の時点では，台湾が感染拡大に関わ

る知識と情報は依然として，非常に限られてい

た。SARSパンデミックの前の10年間，台湾は，

世界的に感染拡大の経験を持っていなかった。こ

れは，最終的に政府と市民を不意打ちにし，パン

デミックに関連する公共政策/医療ガバナンスを

過小評価する傾向があった。さらに，病院は，感

染症対策の明確な調節がないため，パンデミック

の感染拡大の震源地となった。これは，パンデ

ミックの報告と処理における透明性の欠如によっ

て複雑化している。「現実を認めず」姿勢と病院

の「面子」のこだわりは，最終的に感染症の広が

りを拡大し，多くの死傷者と損失を引き起こした

（Chen, 2005）。台湾がこの問題から取る示唆は，

問題の処理が散発的であり，手がかりを持たず，

拘束力のある法的力がなかったことによって，悪

化するように規制の欠如についてであった（Ho, 

2004）。

SARS 2003以降，台湾は規制の構築と政策転換

に注力した。感染症医療ガバナンスに関する公

共政策は，台湾政府の主要な焦点の１つである。

2020年に世界を襲うCOVID-19パンデミックは，

すべての国の感染症医療ガバナンスに関連する公

共政策を優先するための教訓として，絶対に役立

たなければならない。したがった，「感染予防は，

封じ込みよりもはるかに効果的で効率的である」。 

２．感染症対策におけるデジタル技術の役割
ビ ッ グ デ ー タ（big data） と デ ジ タ ル 技 術

（digital technology；DT） は，COVID-19パ ン

デミックと戦う上で，不可欠な役割を果たした。

SARSパンデミックに十分に利用されなかった

が，COVID-19パンデミックを封じ込める上で大

きな助けを提供している。

現在のCOVID-19パンデミックでは，国境管

理，市中感染の管理，個人衛生の強化，院内感染

の予防など，世界各国が公衆衛生戦略を展開し，

台湾も例外ではなかった（Lo et al., 2021）。ここ

では，感染症予防を強化し，公衆衛生および疾病

管理戦略におけるビッグデータとデジタル技術の

役割を考察するために，データリンケージがどの

ように使用されたかを明らかにする。

2.1　国民健康保険制度

台湾の国民健康保険（NHI）制度は，1995年に初

めて展開され，国民健康保険局（National Health 

Insurance Administration；NHIA）が唯一の保

険機関である。NHIは完全に情報主導型であるた

め，病院や診療所の90％が電子報告システムを使

用して，医療費を請求している。現在，これらの

サービスは完全に自動化され，何年も順調に稼働

している。セキュリティ上の理由から，仮想プラ

イベートネットワークを使用して，情報がイン

ターネット上で処理されている間，データセキュ

リティを強化する。NHIAが，すべての医療費を

収集，報告，遵守して「集中データベース」に

入れると，ビッグデータを使用して，病院や診

療所から受け取ったすべての医療請求を自動化

し，請求を処理する。その恩恵として，台湾の

NHIは世界で最も低い管理コストを有する（Wu 

ｇ．公衆衛生教育 ◦ 感染症の危険性に対する市民
の意識はまだ欠けている。

◦ 市民は感染症を非常に警戒し
ている。

◦ 市民は感染症を非常に警戒
し，感染症を制御するために
十分に訓練されている。 

ｈ．情報発信 ◦ 情報は依然として政治化され
ており，透明ではなく，協調
的ではなく，社会に不安を感
じている。

◦ 情報は，透明で制御された方
法で配信される。

◦ 情報は，さまざまなメディア
配信とデマ情報の防止を活用
して，透明性と制御，イノ
ベーションを実現する。
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図３　COVID-19感染拡大防止政策におけるNHI��ICカードの利用

注： 国民健康保険（National Health Insurance：NHI），仮想プライベートネットワーク（virtual private network；VPN）。
出典：NHIA（2020）：Lo et al.（2021）

et al., 2010；Mathauer and Nicolle, 2011；Lo et 

al., 2021）。また，NHIAは国民健康保険ICカー

ド（NHI ICカード）を保険証として発行してい

る。一般に，台湾国民は，医療サービスを利用す

る際，NHI ICカードを提示する。NHI ICカード

は，医者が患者の直近の医療記録を得ることを可

能にする。さらに，詳細な過去の医療記録や薬

物使用はまた，「医療クラウド情報交換システム

（MediCloud information exchange system）」 と

この情報をリンクすることによって，アクセスす

ることができる（Lo et al., 2021）。NHIでは，旅

行歴追跡とマスク購入のための配給計画という２

つの重要なパンデミック予防機能が確立された

（図３を参照してください）。

2.2　旅行歴の追跡

CECC設立の初期段階では，発熱，咳，その他

の呼吸器症状，旅行歴，職業，接触歴，および集

団感染暴露の存在が症例報告，およびスクリーニ

ングの基準として使用される。

既存のパンデミック報告とスクリーニング手順

に加えて，2020年１月末（アジア太平洋地域の旧

正月とも呼ばれる）に加えて，CECCは，NHIの

メディクラウド（MediCloud）システムを利用し

て，旅行歴の問い合わせサービスを提供すること

を決定した。メディクラウドシステム（以前は

「PharmaCloud」と呼ばれていた）は，2015年の

開始以来，患者情報（すなわち，受診，検査，投

薬）を病院や診療所に提供するためのサービスと

機能を拡大している。長年のプロモーションと

システムの改善の後，MediCloudの利用率は現在

99％を超えており，医療機関間で情報共有に不可

欠なプラットフォームとなっている。移民署入

国管理局（台湾内政部）とNHIAの間にインター

フェース連携が確立されると，旅行情報データ

ベースは，数日以内に医療記録と統合される。現

在，NHIAは，感染国や地域の旅行歴に関する問

い合わせサービスを提供できるようになった。

COVID-19パンデミックの進行に対応して，旅

行歴と職業のより広い範囲を問い合わせるための

機能が含まれている。これらの特徴は，感染拡大

予防に大きく寄与し，COVID-19の感染拡大を防

ぐために，タイムリーなスクリーニングを可能に

する。第１線の医療従事者は，旅行歴に基づい

て，感染する可能性のある個人を特定することが

でき，統合情報システムからのリアルタイムア

ラートの助けを借りて症状を報告し，COVID-19

から十分に保護するための適切な措置を講じてい

る。
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2.3　マスク購入のための実名制配給システム

2020年２月初め，CECCは，マスクの１日当た

りの生産量は約200万枚で，台湾の総人口（約

2,350万人）を著しく下回っていると懸念を発表

した。一方，中国はCOVID-19パンデミックに対

応して，世界中にフェイスマスクを大量購入する

ことも進めた。台湾は，SARSパンデミックで体

験をしてきたので，一部の地域の市民は，フェイ

スマスク不足を避けるために，買いだめし始め

た（Husnayain et al., 2020；Lo et al., 2021）。フェ

イスマスク不足に対応して，政府はすべての市民

が高品質のフェイスマスクに平等にアクセスでき

るように，フェイスマスクを増産し始めた。政府

が展開した政策「実名制配給システム」は，必然

的に市民のフェイスマスクの公正な配布を保証す

る。

すべての被保険者（台湾の法定外国人従業員を

含む）がNHI ICカードを取得している。CECCは，

NHIに対し，保険に加入している被保険者に対し

て，「１週間に３枚」という方針を実行できるよ

うに，MediCloudシステムと連携し，薬局に契約

するよう指示した。この政策は，NHI ICカード

が提供する情報を利用して，誰もがCOVID-19に

対する基本的な保護を行うフェイスマスクにアク

セスできるように，割り当てを検証および制御し

た。さらに，CECCは３月の初めに，一般市民が

キオスクを利用して，フェイスマスクを予約し，

料金を支払い，地元のコンビニエンスストアや薬

局で，好きな場所で受け取れる支払いシステムを

開発した。台湾の現地メーカーは，フェイスマス

クの生産を増やすことができたため，購入方針は

CECCによって，５月上旬に「１人当たり２週間

ごとに９枚」に変更された。2020年６月１日か

ら，一般市民は，一次配給以外の必要に応じて，

より多くの購入を行うことが許可された（Lo et 

al., 2021）。

NHIの現在のインフラストラクチャでは，旅行

歴の追跡や「実名制マスク配給システム」政策の

実行などの前述の機能が可能である。したがっ

て，CECCによって，仮定されたすべてのパンデ

ミック予防戦略は，タイムリーに実施することが

できる。2003年のSARSの流行の後，NHI ICカー

ド，MediCloud，仮想プライベートネットワーク

の設立が完了した。当初の目的は，パンデミック

制御ではなく，台湾国民が都合の良い時に，医療

サービスを利用することであった。一般市民によ

る医療サービスの乱用を避け，病院，診療所，薬

局間で情報を共有する情報技術を使用して，薬物

の安全性を高めることである。

2.4　�国境管理（水際対策）と市中感染予防シス

テムの確立

2020年１月末に，CECCは中国，香港，マカオ

から到着する乗客に対し，在宅検疫/隔離手続き

に従うように指示することを決定した。この手続

きでは，乗客が台湾に入国した後（空路と海上の

両方で）在宅検疫/隔離通知を受け取る必要があ

る。地方自治体と衛生局の両方に，在宅検疫を必

要とする市民のリストを知らせることができた。

その後，自治体職員は，基本的な生活と健康の

ニーズに関して，在宅検疫中の市民をモニタリン

グし，衛生局は必要に応じて，治療を手配する。

2.4.1　情報技術主導型システム計画の発端

ビッグデータとデジタル技術からのサポートの

欠如のために，これらのモニタリング業務を遂行

するために必要な人材は，最初は途方もなく，効

果がなかった。例えば，空港スタッフは，毎日台

湾に入国する約７万人の乗客の中から，在宅検疫

/隔離を受ける人を特定する必要があった。した
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がって，空港は，検証業務を遂行するために，多

数の衛生局職員または臨時アシスタントを募集す

る必要があった。感染症予防・治療法によれば，

内政部や地方自治体の職員が，在宅検疫/隔離を

行う義務を果たしている。空港で，COVID-19検

査を担当する衛生局職員は，まず申告書にすべ

ての情報を収集し，次にウェブベースのデータ

入力を行い，そして衛生局から内政部に送信さ

れ，地方自治体に渡される。最後に地方自治体

は，COVID-19検査の結果に関する情報を村長に

渡し，在宅検疫/隔離中の市民をモニタリングし，

支援する。在宅検疫/隔離規則に違反した者は，

保健管理システムによって，行政上の罰則の対象

となる。一方，自治体職員が受け取る情報の遅

延，個人データに関する誤った情報（電話番号や

住所など），情報の正確さ，効率性など，いずれ

も自治体職員の圧力に寄与する可能性がある。

2020年１月末までに，CECCはデータ品質と効

率の向上を図り，異なる政府部門間での居住地住

所，固定電話番号，携帯電話番号，在宅検疫開始

日などの正しい個人情報の共有を改善しようと試

みた。情報センターとして，CECCは，国境から

地域社会への情報の流通を可能にする情報フロー

と関連アプリケーションシステムの両方を確立し

た。台湾の市民の80％がスマートフォンユーザー

であるため，スマートフォンは個人を追跡するた

めの主要なツールとして使用されている。モバイ

ルアプリは，スマートフォンのオペレーティング

システム（iOSまたはAndroid）に関係なく，実

行可能なオプションとは見なされなかった。しか

し，プログラムの修正に時間が必要な場合があっ

た。したがって，重要な発生時には時間がかかる

ため，モバイルアプリを使用するオプションはな

くなった。 

2.4.2　情報技術主導型システムの確立

情報駆動型システムは，システム全体の完成に

向けて，わずか２週間で稼働する準備ができてい

た。2020年２月中旬に，入国管理局の事前旅客情

報システムと，内政部の世帯登録情報との国境管

理と，地方自治体間のデータリンケージが可能と

なり，在宅検疫の管理に役立つ情報システムが利

用可能になった（図４を参照してください）。例

えば，情報システムは，すべてのインバウンド乗

客に，出発前にスマートフォンを使用して，特定

のQRコードをスキャンし，個人情報，健康状態，

旅行歴，携帯電話番号，公共交通機関のニーズを

記入するよう求められる。航空機がゲートに到着

する前に，乗客は在宅検疫通知と健康申告証明書

に関する情報に関するテキストメッセージを受け

取る。乗客が健康状態の下で，COVID-19に関連

する症状を報告した場合，保健スタッフはすぐに

それらを検査し，治療を手配する。乗客が公共の

輸送の必要性を示す場合は，手配が行われる。現

在，台湾には毎日平均，約４万人の旅行者が到着

しており，この情報システムは入国管理におい

て，良好に機能している（Lo et al., 2021）。

出入国情報は，情報転送の遅延を防ぐために，

直接在宅検疫/隔離を必要とする市民を割り当て

る地域共同防衛の概念に基づいて，在宅検疫/隔

離管理システムにタイムリーに配信することがで

きる。当初，システムが確立された時点で，不正

確な連絡先情報の提出などの問題が報告された。

村に拠点を置く自治体職員（村の職員など）は，

個人が正しく在宅検疫/隔離場所に戻ったかどう

かを確認する責任がある。それ以外の場合は，他

のすべての可能な住所または電話番号を使用し

て，個人を追跡できる。必要に応じて，自治体職

員は，個人が指定された検疫場所にとどまること

を確認するために，直接に連絡する。異なる村の
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図４　国境管理システムと在宅検疫/隔離システム

出典：Lo et al.（2021）

自治体職員も，確認義務を遂行するために，互い

に支援し合う。14日間の在宅検疫/隔離期間中，

自治体職員は，システムに表示される住所と連

絡先番号に基づいて，在宅検疫/隔離中の市民に

ホームケアサービスを提供する。自治体職員が提

供するホームケアサービスは，スマートフォンを

通じて，個人に届けられることが多く，将来の参

考のために，記録を追跡することができる。在宅

検疫/隔離違反が発生した場合，CECCは電話サー

ビスプロバイダーと調整し，タイムリーなテキス

トメッセージを送信して，関係者に指定の在宅検

疫/隔離場所に戻ることを促す。

３．医療戦略と非医薬介入

感染症を対抗するためのワクチンおよび抗

ウイルス薬がない場合，COVID-19パンデミッ

クに対応して実施される「非医薬介入（non-

pharmaceutical interventions；NPI）」 は， 集 団

感染拡大の拡散を遅延および緩和するために利用

可能な唯一の選択肢である（Qualls et al., 2017）。

世界的なCOVID-19の流行に直面して，ほとんど

の政府は，少なくとも流行の初めに，非常に制

限の厳しく，時には侵入的なNPIのバンドルを

実践している。個人に関する科学的証拠の欠如

にもかかわらず，急速に変化する疫学的状況の

下で，決定を下さなければならなかった集団遵

守（compliance of the population） の 程 度 と 社

会的影響である（Tian et al., 2020；Chen et al., 

2020；Lee et al., 2020）。

政府介入は，個人行動，精神的健康，社会保

障に影響を与えながら，実質的な経済的および社

会的費用を伴う可能性がある（Chakraborty & 

Maity, 2020）。したがって，最も効果的なNPIの

知識は，利害関係者がCOVID-19または他の将来

のCOVID-19流行の復活に対抗するために，特定

の一連の重要な介入を慎重かつタイムリーに実施
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することを可能にするであろう。多くの国が同時

に複数のNPIを展開しているため，個々の介入の影

響を取り消すという課題が生ずる（Pfefferbaum 

& North, 2020）。

3.1　医療ガバナンスの規制枠組み

2003年には，SARSの流行の結果，医療ガバナ

ンスの法的および管理的枠組みが強化されたが，

当時，そして今でも台湾は国際的な協力ネット

ワークからブロックされ，効果的な検査に必要な

タイムリーな流行情報やウイルスゲノム配列へ

のアクセスが制限されている。この経験を受け

て，TCDCは，衛生福利部（Ministry of Health 

and Welfare；MOHW）の管轄の下で，感染症の

予防，モニタリング，疫学調査，管理を担当する

行政で，「感染症管理法（Communicable Disease 

Control Act；CDC法）」の規制力を強化し，医療

ガバナンス能力の向上に多大な努力を注いでお

り，医療インフラの拡大と流行管理要員の専門的

能力の向上を担う。

2005年 に，MOHWは，CDC法 に 基 づ き，（1）

必要な材料の準備と確保，（2）人員の配備と動員

の２つの分野が強調されたインフルエンザ大流

行の準備のための本格的な提案をした（TCDC, 

2020）。その結果，「感染症管理医療ネットワー

ク（Communicable Disease Control Medical 

Network；CDCMN）が設立され，感染性の高い

致命的な疾患に感染した患者の隔離と治療の提供

に指定された病院が選ばれた。2005年の鳥インフ

ルエンザの流行や，2009年のH1N1インフルエン

ザ大流行など，連続した流行に対応して，CDCMN

の運用は長年にわたって進化してきた（Ko et al., 

2017）。2005年以降，TCDCは，パンデミックへ

の対応を担当するタスクフォースのバックボー

ンとなった公衆衛生医の採用と訓練を開始した。

2020年現在，24人の公衆衛生医がTCDCで常勤し

ている。2008年に，CECCは，CDC法に書き込ま

れた。「感染症流行が発生する際に，中央感染症

指揮センターは，最高の国家権限を与えられ，情

報を統合し，すべての省庁を調整する権限を持っ

ている」。さらに，CDC法の義務に従って，すべ

ての行政当局は，医療ガバナンスのための材料の

安全備蓄を維持する必要がある。期限内に感染性

疾患の疑いを報告しなかった医療施設の医師およ

び管理者は，厳しい罰則を課す。流行に関する情

報の不正な公開がモニタリングされ，偽り情報と

みなされた場合は検閲される。

これらの医療ガバナンス構造に加えて，台湾に

は，台湾に合法的に居住するすべての市民と住民

に，医療サービスの普遍的なカバレッジを提供

する。強制的な単一支払者社会保険である普遍

的な公的資金による医療システム，「国民健康保

険（National Health Insurance；NHI）」 で あ る

（Cheng, 2015）。COVID-19の流行に取り組むNHI

の意義は２つある。疑わしい患者とその情報技術

（IT）インフラストラクチャのために，PCR検査

や治療を含む手頃な価格で，アクセス可能な医療

サービスを確保することで，すべての市民の旅行

歴の迅速な識別と追跡，および潜在的な暴露を可

能にする。

要するに，医療ガバナンスの規制枠組みは，高

度に集中化され，強力な法的権限を備えており，

医療ガバナンスメカニズムは，台湾の訓練を受け

た人員によって監視されている。TCDCは，平時

に感染症をモニタリングし，従来の市民に取り組

み，一時的に設立されたCECCは，流行時の政策

と対策を担当している。NHIの確立は，効果的な

医療サービス提供とITアプリケーションの前提

条件である。同様に，民主的文化と社会参加は，

権力者が責任ある意思決定を行うための効果的な
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モニタリングの前提条件である。公衆衛生ガバナ

ンスの基本的な特徴を理解し，COVID-19の流行

に取り組む主要な政策対策を提示する。

3.2　中央感染症指揮センターの発足

2019年12月31日に，中国武漢市の地方保健局

は，重症肺炎の謎のクラスターに関する通知を出

した。同日に，TCDCは，正式なチャネルを通じ

て情報を受け取ると，閣僚間会議と呼ばれ，武

漢から来るすべての直行便の機内検疫を開始し

た。２つの国際空港での国境管理措置が実施さ

れた。１月20日に，中国とその周辺地域での流

行の深刻化に対応して，TCDCは，MOHW大臣

を最高指揮官にして，他省庁の高官を中核メン

バーとして，「中央感染症指揮センター（Central 

Epidemics Command Center；CECC）」 を 発 足

した。新しい病原体を伴う重度肺炎予防・救済・

再生対策特別法が２月25日に制定され，CECCの

指揮官に余分な執行権を与え，COVID-19の流行

により，影響を受けた人や自由を奪われた市民に

対する補償に対して，600億元（約2,400億円）の

予算を確保した（MOJ, 2020）。

同時に，感染症，臨床医学，疫学，医学研究

所，看護など，さまざまな分野の専門家からなる

専門家諮問委員会が設置された。諮問委員会のメ

ンバーは，豊富な分野経験を持つ外部の専門家で

あったので，彼らは独立した，専門的な政策提言

を行うことができる。

CECCの集中指揮システムは，医療ガバナンス

対策のための政府資金，軍人，医療資源を効果的

に動員するのに役立つ。一般の市民に十分な情報

を提供するために，プレスリリースはオンライン

（https：//www.cdc.gov.tw/En）で共有され，記

者会見は日常的にオンラインで開催され，放送さ

れている。

3.3　旅行制限，検疫，および監視

渡航禁止と制限は，１月下旬から課されている。

当初は，中国と台湾間の直行便の乗客に焦点を当

て，後に韓国，日本，ヨーロッパ諸国，米国から

の旅行者に拡大した。感染地から到着した駐在員

または外国人は，保健当局によって，機内でク

リーニングされ，空港で物理的に除菌され，14

日間の在宅検疫/隔離に従う必要がある。不審な

症状を持つ人は，さらなる調査とPCR検査のた

めに，別のプロセスに実施される。３月中旬以

降，感染地からの外国人旅行者は，公共交通機関

の利用を禁止される。代わりに，特別に配置さ

れたタクシーやバスは，CECCによって提供され

る。３月19日から，CECCは，領事館の裁量で事

前に申請し，受け入れられた者を除き，非市民の

台湾への入国を禁止する。帰国する市民と法定居

住者は，14日間在宅検疫/隔離を受ける必要があ

る。新たな感染が抑制され，国際経済活動の再開

が急務となる中，入国制限は徐々に緩んだ。2020

年９月下旬に，法的居住書類，学生，および承認

されたビジネス訪問者を持つ外国人が，国境に入

ることができた（Yeh and Cheng, 2020）。14日間

の在宅検疫/隔離は引き続き適用され，資格のあ

るビジネス訪問のための検疫期間の短縮オプショ

ンが適用される（TCDC, 2020）。しかし，観光客

や一般的な社会的訪問者はまだ禁止されている。

検疫/隔離場所が必要な方は，ホテルの部屋や施

設を手配する。検疫/隔離場所と移動を監視する

ために，移民署，健康保険局，携帯電話サービス

会社を含む複数の情報源からのデータを統合する

「デジタルフェンスモニタリングシステム（digital 

fence monitoring system）」が設定される（図４

を参照してください）。税関では，訪問者は携帯

電話に「入国のための検疫システム」アプリをダ

ウンロードする必要がある。
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このアプリは，通信チャネルとして機能し，政

府が24時間/７日に，訪問者/帰国市民をモニタリ

ングすることを，可能にする場所報告デバイスに

携帯電話を回す。訪問者が許可なく指定された検

疫区域を出た場合，信号は地方自治体や警察に送

られる。関連する規則の違反は，累積ペナルティ

の対象となる。デジタルフェンスモニタリングシ

ステムは，中央政府の国民健康保険署と国家移民

署のデータベースと管轄区域，地方自治体レベル

の警察署や内政部を結びつける行政院（台湾政府

の執行部）が率いる包括的なプロジェクトの一部

である。

3.4　感染予防対策と旅行歴追跡

TCDCは，異なる状況下で異なるアクターに対

して，取られる予防措置を助言する一連のガイド

ラインを発表した（TCDC, 2020）。企業では，従

業員と顧客の体温検査を推奨する。雇用主は，可

能な限り従業員に在宅勤務から仕事を適用し，

ローテーションシフトスケジュールを手配するこ

とを推奨する。公立と私立学校のために，教育部

（文部省）はキャンパスを閉鎖すると発表した。３

月20日に，CECCは，高校レベル以下のすべての

教師，生徒，職員の国際旅行の禁止を発表した。

多くの高等教育機関はまた，自発的にオンライン

教室や電話会議を採用している。しかし，2020年

５月下旬から，流行が沈静化するにつれて，学校

やその他の教育機関は正常に戻っている。

病院や診療所などの医療機関は，患者の旅行歴，

職業，接触歴，およびクラスター（TOCC）を確

立するために，COVID-19患者リスク評価フォー

ムを採用している。患者の旅行歴は，NHIメイン

フレームと国家移民署出入国管理データベースと

の間のデータリンクを介して，リンクされたリー

ダーに，患者のNHIカードを挿入することによっ

て，利用可能である。患者が過去14日間に海外旅

行をしていたことが判明した場合，入国を拒否さ

れる可能性がある。市民の旅行歴へのこのアクセ

スは，後に彼らが迅速に識別し，自主検疫に協力

する意思がないCOVID-19感染者を追跡することを

可能にするために，警察署に与えられた。

モバイルに焦点を当てた技術の利用は，他の

状況でも適用されている。2020年２月上旬のダ

イヤモンドプリンセスクルーズ船（Diamond 

Princess cruise ship）の流行では，CECCは，彼

らが海岸に停泊したときに，乗船客のデジタル

フットプリントを追跡し，乗客がGoogleマップで

示された場所のすべての携帯電話ユーザーに，公

共警告システムを介して，メッセージサービス/

テキストメッセージを送信した。４月上旬に，清

明節（墓参り）の後，CECCは休暇中に11の観光

ホットスポットに行った訪問者は，余分な注意を

払い，健康状態をモニタリングする必要があると

警戒した。多くの企業や学校が自発的にこの警告

に従い，従業員と学生に自宅にいるように求めた

（Yeh and Cheng, 2020）。

3.5　社会的距離

2020年３月上旬には，COVID-19による社会的

距離（social distance）対策に関する規則が導入

され，屋内で少なくとも1.5ｍ，屋外で１ｍの距

離を保つために導入された。すべての小中学校と

大学は，中国の旧正月休暇の後２週間，第１春学

期に開校を延期した。約4,000の学校のキャンパ

スと施設で，消毒対策が実施され，学校開校前に

机間の距離が少なくとも1.5ｍになるように，座

席の再配置が行われた。教室の換気を維持するこ

とは，すべての窓を開け，学生が遊び場やホール

などの混雑した地域に集まるのを防ぐために，社

会的距離を実践することによって，取り除かれ
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た。学生は，体温チェックへの密着性，マスクの

準備，定期的な石鹸による手洗いなど，ウイルス

感染の蔓延を防ぐための対策について，教育を受

けた。また，屋内や群衆の集まりを含む大規模な

集会の禁止に関する規制が実施された。毎年恒例

の宗教的な祭りやお祝いは，感染拡大を抑制する

ために，延期された。呼吸器症状を持つ個人は，

在宅検疫/隔離を行い，直ちに医療援助を求める

ように指示された。

４．社会政治的視座
台湾におけるCOVID-19パンデミック予防に関

する経験は，メディアや最近の学術出版物の多く

で広く報道されているが，特に社会政治的観点か

ら，医療ガバナンスに関する包括的な概要と分

析がまだ欠けている（TCDC, 2020；Rasmussen, 

2020；Cheng et al., 2020；Lin et al., 2020；Yeh 

and Cheng, 2020）。重要なのは，流行に遭遇する

民主的な政治を準備するインフラと前提条件と，

感染の迅速かつ効果的な封じ込めに寄与した社会

的および政治的文脈要因を特定し，その有効性を

考察する必要がある。

4.1　�集中リーダーシップとCECCプロフェッ

ショナリズム

Yeh and Cheng（2020）が指摘したように，一

部の国でも同様の政策を採用しているかもしれな

いが，重要な違いは，台湾の政策のほとんどが流

行の転換点の一歩先を行ったということである。

この「事前展開（deploy-in-advance）」戦略は，

CECCリーダーシップの下で，すべての政策に共

通する。CECCが享受する権威と集中型権力は，

SARSやその他の流行に関する以前の経験の結果

である。これらの政策の法的根拠は立法府によっ

て確立され，流行ドリル（epidemic drills）は，

平時に政府の執行部によって行使される。

CECCとTCDCのリーダーシップは，COVID-19

パンデミックに取り組む上で，重要な役割を果た

している。個人衛生，教育およびビジネス環境に

おける予防策，疑わしい症例と確認された症例の

検出と隔離，マスクメーカーの収用，マスク配給

を管理する政策は，すべて公的および民間部門間

の効果的な協力とパートナーシップを必要とす

る。さらに，CECC専門家諮問委員会の役割は，

正式な機関内で独立した専門的意見（政治部門と

官僚制に対して）を提供し，主に一般人で構成さ

れる市民社会組織からは，不可能な政策提言を行

うため，強調されるべきである。CECCの執行部

として，TCDCは，疫学調査，検疫，検疫/隔離，

行政サービス，および接触追跡，技術サポート，

CECCへの専門的なアドバイスを提供する公務員

チームと公衆衛生の医師で構成されている。

CECCによる決定は，全体的な国家能力（state 

capacity）のためだけに可能である。国家能力は，

NHIによって確保された質の高い医療への公平

で，手頃な価格のアクセス，ほとんどの地域で比

較的分散した医療サービス，公衆衛生行政の十分

な訓練を受けた医療専門家と公務員チームなど，

洗練された公衆衛生インフラで構成されている。

さらに，国家能力は，台湾の強力なITとデータ

サイエンスの背景によって強化され，政府のデー

タベースは十分に確立され，潜在的に相互に関連

している。台湾の民間部門は，有用な戦略を即興

で行い，感染症に対処するために，政府と協力す

る上で，活発で革新的である。旅行歴追跡の場

合，ダイヤモンドプリンセスの乗客とスタッフの

デジタルフットプリント，個々の検疫用に設置さ

れたデジタルフェンスモニタリングシステム，休

日後の予防警報，実名制のマスク配給，CECC感

染の潜在的な広がりを封じ込めるために，その
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IT能力を十分に利用した。

要するに，CECCは，政策の浸透におけるリー

ダーシップと権威を維持する強力な政治的支援を

享受している一方で，医療ガバナンス政策形成に

おける専門的なインプットのための十分な空間を

尊重し，提供する。

4.2　民主主義と政治的説明責任

CECCの権限は，全体的な社会的信頼に依存し

ている。これに対する社会的信頼は，政府の対応

と開放性によって維持される。CECCは，毎日記

者会見を開催し，流行状態の更新と医療ガバナン

ス関連の規制および政策の単一の権威ある情報源

として機能している。TCDCが，迅速な対応，開

放性，国民との意思疎通，社会的対応への迅速な

調整など，この危機に対処する方法は，社会的信

頼を高め，強化した。例えば，2020年２月23日の

記者会見で，CECCは，すべての医療従事者の海

外旅行を禁止すると発表した。この情報は，マス

メディアやソーシャルメディア上で，抗議の巨

大な波を引き起こした。市民は，CECCが適切な

令状なしで，個人の自由を制限することによっ

て，行き過ぎたことを批判した。CECCは，間も

なく決定を取り下げ，払い戻し不可能なチケット

や宿泊施設のキャンセルに関する医療従事者の国

際旅行と，関連する補償政策を規制するより柔軟

な行政命令を発表した（NOHW, 2020；Yeh and 

Cheng, 2020）。

市民社会団体やマスメディアは，政府の政策や

措置の正当性と合法性を監督し，監督する能力を

持ち，欠陥が見つかった場合に疑問を呈する。こ

れらの対策は，社会的懸念と政府の対応のタイミ

ングとの間の肯定的なフィードバックループを高

め，その透明性，対応性，説明責任を維持するよ

う政府に促す。

CECCの設立以来，健康問題の調整と支援を支

援してきた。2020年１月11日の大統領選挙で，与

党が大勝利を収めたことは注目に値する。選挙結

果は，間接的な意味で，当初は不必要または過剰

反応に見えたかもしれない医療ガバナンスのため

の展開事前決定を行うのに，十分な信頼を与党に

与えたかもしれない。社会的結束力，社会的信

頼，市民の協力（競争的で，一見分裂した選挙の

後）で，社会はすぐに一緒になって，感染症と

戦った。効果的な医療ガバナンスは，台湾の民主

化の遺産と見なすことができる。

多くの国が反体制化と社会的二極化の傾向を見

てきたが，台湾の事例は，責任ある政府が，機関

に対する社会的信頼を高め，市民が共通の危険に

従事するために，違いがあるにもかかわらず，一

緒に立ち向うことを示している。より強い民主主

義は，パンデミックに直面したポピュリズムの狂

気の鍵となるかもしれない。

COVID-19パンデミックを通じて，これまでの

ところ，政府の対策の１つ１つは注意深くモニタ

リングされ，精査され，しばしば野党政党やメ

ディアからの批判的な陰謀が続いている。ソー

シャルメディアを通じて，伝わった誤った情報

は，国民の不信感をあおっている。しかし，政策

実施の過程で，このような騒音は，台湾の市民に

は馴染みがない。一方で，台湾の政治指導者や政

府当局者は，政策を調整するか，民主的発展を通

じて，対応する対策を取ることによって，世論の

批判に対応することに熱心に取り組んできた。一

方，台湾市民は，社会的価値観と政治的見解を分

断しているにもかかわらず，自らの生計を確保す

るために，政府と協力することに同意する。

最後に，台湾をグローバルコミュニティへの

参加から，除外しようとする中国の粘り強い試

みの経験のために，台湾政府，そしておそらく
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台湾国民の過半数は，中国政府が提供した情報や

声明の妥当性に対して，疑わしい態度を維持して

いる（Lien, 2020；Yeh and Cheng, 2020）。中国

の政治的アジェンダの影響を受ける国際機関─こ

の特定の場合は，世界保健機関（World Health 

Organization；WHO）（Buranyi, 2020）─2020年

の最初の３ヶ月間のCOVID 19パンデミックの進

行は，この疑惑とそれに基づく事前の決定が台

湾の早期予防の成功に貢献したことを示してい

る（Yeh and Cheng, 2020）。また，現在のWHO

フレームワークの改訂や他の選択肢の改訂など，

より効果的で科学的，透明で説明責任のあるグ

ローバルヘルスコラボレーション（global health 

collaborations）のモデルが必要になる可能性が

あることを示している（Yeh et al, 2019）。東ア

ジアの地政学は１つのことだが，現在の証拠か

ら，本稿は，民主的で，透明で，説明責任のある

意思決定の枠組みが，必要ではないにしても，感

染疾患予防と世界的な健康協力にとって，有益で

あることを確信する。

4.3　市民社会と社会参加

活気に満ちた市民社会と幅広い社会と民間部門

の参加は，効率的で，効果的なCOVID-19制御の

重要な特徴となっている。マスク配給の場合，コ

ンビニエンスストアとNHI契約薬局の協力は，マ

スク配給と流通プロセスにとって，極めて重要で

ある。重い作業負荷に負担をかけているにもかか

わらず，コンビニエンスストアの従業員や薬剤師

は，余分な時間とサービスに対して，支払われた

り補償されたりしなかった。台湾薬剤師協会は，

政府との交渉や，公共のために協力するよう薬剤

師を説得する上で，重要な役割を果たしている。

台湾の社会文化の重要な特徴の１つは，日本や

韓国でも同様に，マスク着用の一般的な習慣であ

る。感染リスクを減らす一般市民の間で，マスク

着用の有効性に関する確かな証拠はまだ議論され

ているが，そのような集団的衛生的な実践は，マ

スクの十分な供給と組み合わせることで，マスク

着用に関連する汚名を取り除くのに役立つ（Chu 

et al., 2020）。したがって，感染や無症候性感染

者から，ウイルスを広げるリスクを，大幅に減ら

す可能性がある。

一般の市民も動員される。一般市民の自主的な

遵守（voluntary compliance）と参加により，多

くの予防策が可能である。マスクの着用とマス

クの配給への一般の参加，個人の衛生状態の維

持，すべての公共空間の建物の入り口での体温の

測定，そしてこれらの健康的な対策を相互に，親

切に思い出させることによって，疾病予防が一般

的な考え方となっている。これらの措置のそれ

ぞれは，COVID-19に取り組む上で，影響を与え

たかもしれないが，市民による「病気予防性能

（disease prevention performance）」としてのそ

れらの組み合わせは，これらの措置の単純な集約

よりも大きい相乗効果を発揮することができる。

アジアの価値観や，東アジアの儒教社会倫理を

引き出して，市民が政府の指導による遵守と自発的

な遵守，そして多くの場合，疾病予防に対する強

制を説明するかもしれない。しかし，本稿は，こ

れらの参加が，市民社会の全体的な活力によって，

より良く説明されることを示唆している。民主的

価値と日常的に相互の面倒を見る慣行の間，特に

世界的な分野における中国の外部の脅威の下で，

台湾社会は政治的，社会的課題に迅速に対応でき

る耐久性と強靭性（resilience）のある準備慣行

を発展した。この主張は，もちろん，さらなる経

験的調査の対象となる（Yeh and Cheng, 2020）。
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4.4　コンプライアンス体制

公共政策の「コンプライアンス（compliance）」

の対応は，政府がCOVID-19に対処するための最

大の課題の１つであった（Bargain and Aminjonov, 

2020）。２）政府による非医薬介入（検疫/隔離，旅

行制限，マスク着用，社会的距離など）は，各国

で共通の規制である。しかし，このグローバルレ

ベルの政策拡散は，同様の結果を伴わないし，政

策コンプライアンスの変動は，各国の政策成果で

観察される不一致に直接寄与する（Clark et al., 

2020）。例えば，欧州や米国全体で，COVID-19

の感染者と死亡者数は過去最高に達し，シンガ

ポールや台湾などの国々は，国民の遵守意欲によ

り，COVID-19関連政策の有効性を確保すること

ができた。

COVID-19の目標を達成するためには，政策の

遵守が不可欠である。新型コロナウイルスの拡散

を防ぐために，取り組んできた規制は，大多数の

市民が遵守しない限り，役に立たない（Weaver, 

2014）。通常の状況下では，政策コンプライアン

スの確保は，既に困難な作業である（Howlett, 

2018；Weaver, 2015）。 こ の よ う な 困 難 は，

COVID-19のような緊急の文脈下で悪化している

（Atalay and Meloy, 2020）。特に，パンデミック

疲労（pandemic fatigue）の増加は，ウイルスに

対する個々のリスク認識を低下させ，政府当局の

信頼レベルを低下させ，政策を遵守する意欲をさ

らに妨げている。ワクチンが見えているにもか

かわらず，ワクチンだけでは，パンデミックを

直ちに終わらせるには，十分ではない（Reuters, 

2020）。ワクチン接種のコンプライアンスも，「群

れの免疫（herd immunity）」を達成するのに，

十分な高度である必要がある。効果的な政策設計

と実施は，パンデミック疲労を克服し，政策のコ

ンプライアンスを改善するために，これまで以上

に重要になっている。

地理的に中国に近いため，台湾は，ほとんど

の西側諸国よりも３ヶ月早くCOVID-19危機に対

処し始めた。台湾市民は，パンデミック疲労を

示す代わりに，高いレベルの政策コンプライア

ンスを示している（Huang, 2020a, 2020b）。台湾

は，市民の生活にとって負担が大きく，不便な

COVID-19規制を遵守する国民の意欲をどのよう

に維持しているか？その答えは，多くの市民が属

性を持つ文化ではなく，洗練されたコンプライア

ンスに優しい政策設計にある。

具体的には，台湾は政策設計と実施を統合し，

国民の能力と遵守意欲を高める政策コンプライ

アンス体制を作り出すことができた。この効果

的なコンプライアンス体制には，以下が含まれ

る。（1）異なる社会集団に影響を及ぼす異種コン

プライアンスの障壁を低減するための包括的なポ

リシーミックス，（2）異文化の対象者との一定

の，様々な政策コミュニケーション，（3）政策実

施段階におけるストリートレベル官僚の活用と統

合である。台湾では，絡み合った広範な政策設計

と実施計画を通じて，政策コンプライアンスは，

単にトップダウンの執行に依存しているだけでは

ない。その代わりに，対象となる市民のコンプラ

イアンス能力の向上によって，コンプライアンス

が達成され，市民が自らコンプライアンスを達成

し，コンプライアンスの障壁を緩和する能力が得

２） 「コンプライアンス（compliance）」の日本語訳として「法令遵守」が用いられることが多いである。「法令遵守」という
と，「法令を守ればよい」と捉えられがちであるが，コンプライアンスは単に「法令を守ればよい」ということではない。
法令を遵守するのは当たり前のことで，最低限のことにすぎない。コンプライアンスには，「法令を遵守する」ことに加
え，「法律として明文化されてはいないが，社会的ルールとして認識されているルールに従って企業活動を行う」の意味
がある。
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られる（ Yen and Liu, 2021）。

4.5　倫理的および法的配慮

本稿に要約された政策は，COVID-19に取り組

む有効性に関するさらなる調査と評価と，パンデ

ミック対応から生ずる可能性のある倫理的問題を

保証する。例えば，マスク工場の収用，薬剤師や

便利な店のスタッフの一見自発的な協力，マスク

の価格管理はすべて，政府の強力なガバナンスの

結果である。これらの政策は，公衆衛生上の緊急

事態の間に必要である一方で，個人および商業的

自由を侵害する可能性があるため，注意してモニ

タリングする必要がある。このような公衆衛生上

の危機に対処するには，集中した意思決定プロ

セスが不可欠である。しかし，チェックを続け

なければ，このような統治パターンは，民主主

義の原則を危険にさらす可能性がある（Lin et al, 

2020；Yeh and Cheng, 2020）。医療モニタリング

とデータサイエンス技術の高度な利用は，個人の

プライバシーへの侵害や潜在的な誤用を避けるた

めに，控えめにモニタリングし，利用する必要が

あるもう１つの問題である。

文脈要因に関しては，政府の制限があまりにも

厳しいと認識された場合，対策，居住地，職業，

または今後，特定の亜集団に対する恐怖的な反応

や差別につながる可能性がある。例えば，病院職

員の子どもに対する介護者の差別的態度の事件

が報告された（Chiu, 2020）。さらに，CECCが発

表した圧倒的な情報に対する国民の自発的な遵守

は，CECCの対策を適切に精査することなく支持

する検閲雰囲気として認識され，相互の健康に対

する市民の道徳的モニタリングを魅了するかもし

れないCECC指令を遵守する行動である（Chen, 

2020；Yeh and Cheng, 2020）。これらの問題は，

さらなる観察を必要とする。

研究者はまた，医療資源の割り当て，国境管理

と渡航禁止，データベースと健康モニタリングの

利用における個人のプライバシーの侵害の可能

性，および行政措置の法的根拠について，懸念を

提起している。これらの活動と政策は，CDC法

とCOVID-19特別法に基づいているにもかかわら

ず，緊急時にのみ実施された，市民の自由と財産

権の制限は，さらなる精査を必要とする。

終わりに
本稿はでは，台湾の感染症医療ガバナンスにつ

いて，感染症の経験と医療ガバナンス改革の背

景，感染症対策におけるビッグデータとデジタル

技術の役割，医療戦略と非医薬介入，および社会

政治的視座に基づく考察を行った。

マスク着用，AHH実践，検疫/隔離，旅行制

限，社会的距離の実施を含む台湾行政の非医薬介

入戦略が，COVID-19パンデミック対応中の予防

措置の有効性を高めていることを確認することが

できるだろう。さらに，早期の国境管理，政府の

リーダーシップ，予防行動の重要性を強調する広

範なリスクコミュニケーションを組み合わせるこ

とで，台湾はロックダウンを回避することができ

た。2020年のCOVID-19に対するこれらの包括的

な予防対応は，免疫増強対応と同様に，2003年

SARS中に実施されたものよりも，効率的かつ効

果的である。

ビッグデータとデジタル技術は，隔離される市

民の積極的なモニタリングにも利用される。台湾

の島としての地理的優位性により，コロナウイル

スのリスクは主に輸入される症例から来ている。

したがって，台湾は，（他のアジア諸国と比較し

て）高額な罰金と厳しい検疫/隔離政策を課す

（Duchâtel et al., 2020）。検疫/隔離政策の効果的

な実施は，積極的なモニタリングを通じて，さら
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に強化される。台湾政府は通信会社と協力して，

携帯電話のGPSデータを通じて，隔離された市民

の居場所を追跡している。その有効性にもかかわ

らず，アクティブなデジタルモニタリングツール

は，個人のプライバシーに関する大きな懸念を

提起した。CECCは，このような監視は，CDC法

とCOVID-19予防，救済，復興に関する特別法に

よって承認されていると主張している。CECCは，

CDC法に基づき，感染予防に必要と認めるあら

ゆる措置を講じることができる。しかし，これは

国民の懸念を和らげなかった。

政府は，パンデミック中または検疫目的のため

に，収集されたすべてのデータがCOVID-19の後

に削除されることを約束した。しかし，個人のプ

ライバシーと公共利益のバランスを取る方法の問

題は，すべての社会がデジタルガバナンス時代に

直面しなければならない課題のままである。

要約すると，デジタルガバナンス自体が，感染

者の検出と予防を成功させるには，不十分である

ことは明らかである。国家は，すでに社会に浸透

し，市民の情報を収集することができる。例え

ば，データベース統合の前提条件は，近年の個人

の健康記録をデジタル化したときに，台湾の国民

健康保険が，すでに完了していたクラウド空間

に，このような健康データが存在することである

（Ngerng, 2020）。もう１つの例は，中央政府が検

疫を確認するために，地方自治体と協力すること

ができたということである。デジタルガバナンス

インフラストラクチャの機能は，政府規制の有効

性を促進し，さらに高めるのに役立つ。デジタル

ガバナンスインフラのおかげで，台湾は目標とす

る政策目標を，より効果的に達成することができ

た。台湾の包括的なデジタルインフラは，ある程

度，発展指向国家（developmental state）にも根

ざしている。３）1980年代の政府の意図的な計画の

下で，台湾は，経済エンジンを半導体および技術

関連産業にアップグレードし，台湾の基本的なデ

ジタルインフラを平準化した。産業の変革は，イ

ンフラハードウェアだけでなく，デジタルリテラ

シーの高い人口を生み出した。技術に精通した市

民社会はまた，COVID-19の戦いで大きな役割を

果たしている（Yen,  2020）。

非常に不確実性の中で，世界中の政府は２つの

課題に直面している。第１に，危機と固有の不確

実性が進化するにつれて，政府がベストプラク

ティスを特定することは，ほとんど不可能であ

る。政府は間違いを犯す可能性が高い。目下の課

題は，構造的および移動要因を考慮した後，国家

の対応を調整し続ける。第２に，無症状感染者な

ど，多くの未知数があるので，政府の対応は非常

に重要である。不確実な危機の中で，国民は危機

の性質を定義するのを助けるために，政府に依存

している。このステップは，国民がリスクをどの

ように認識するかにとって，不可欠である。異な

る認識は，異なる健康関連の行動とコンプライア

ンスレベルをもたらすことができる （Kushner et 

al., 2020；Yen,  2020）。

台湾政府は，活気に満った市民社会との継続的

かつ透明なコミュニケーションを通じて，このよ

うな不確実性に対処している。積極的なコミュニ

ケーションは，政府が危機を早期に危険と定義す

るのに役立つ。CECCは「戦時動員」のたとえを

用いて，COVID-19の深刻さを警戒している。そ

れは，社会のウイルスの集合的な危機感作りを

３） チャルマーズ・ジョンソン（Chalmers Johnson）は，国家が経済領域に介入する形態として，規制指向型国家（regulatory 
state ）と発展指向型国家（developmental state）の２分法をとる。彼は，前者の代表がアメリカ，後者の代表として日
本を考えている。この発展指向型国家は，経済発展のために，産業化を推進する機能を積極的に担い，戦略的に重要な
産業を選択し，育成する産業政策を活用する。しかし，この国家は統制経済や指令経済とは分けられており，このよう
な日本型の発展指向型国家には，韓国，台湾など東アジアの国が含まれる。
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助けた。COVID-19に関する政府と市民の間の主

要なコミュニケーションチャネルは，毎日の記

者会見である。2020年１月５日から，TCDCは，

ほぼ毎日欠かさず記者会見を開催し，その間に，

CECCはCOVID-19に関する最新のアップデート

を提供し，記者らの質問に答える。また，この記

者会見は，虚偽の情報（フェークニュース），風

評被害，差別や偏見に対処するための教育プラッ

トフォームとして，利用されている。

台湾の成功に関する１つの神話は，儒教が役割

を果たしているということである。一部の市民

は，成功したアジアの経験は，社会秩序と階層を

強調するアジアの価値観に起因することができる

と主張している。アジアの市民は，政府にそれほ

ど頻繁に疑問を持たないし，厳格な政府規制に従

順である。しかし，台湾の経験はそうでないこと

を示唆している。台湾では，政府は頻繁に批判を

受ける。政府の措置が必要な場合でも，社会がそ

れらの決定を従順に受け入れるという意味ではな

い。社会は政府に疑問を投げかけ，政府は透明性

を保ち，対応することを余儀なくされる。肯定的

な結果は，規制措置が必要に応じて認識され，市

民社会によって承認されると，市民の協力とコン

プライアンスが高まるということである。ガバナ

ンスの正当性は，この相互作用を通じて，強化

される。台湾における，これまで一元的で専門

的なリーダーシップ，民主的で責任ある政治文

化，活発な市民社会と幅広い社会参加が，これま

で満足のいく医療ガバナンスの重要な特徴であ

る。COVID-19パンデミックに対処するための措

置は，迅速かつ効果的でなければならないが，こ

のような公衆衛生危機を通じて，健全で強固な民

主主義を維持するためには，チェックとバランス

を確保するための倫理的な反省とメカニズムも必

要である。

台湾がCOVID-19と戦う上で，成功した要因を

考察した。発展指向国家の遺産は，台湾が短期間

で「マスク経済」を生み出し，デジタルガバナン

スインフラに貢献するのを助けた。透明なコミュ

ニケーションは，台湾が早い段階で，COVID-19

の性質を定義するのに役立ち，国民のパニックを

減らし，政府と市民のコンプライアンスレベルに

対する国民の信頼を高めた。技術に精通した市民

社会も政府と協力して，危機対策を見直した。危

機管理戦略の成功は国際的な影響を及ぼし，台湾

の国際舞台での地位を高めている。

本稿は，公衆衛生政策改革を促す政府の積極的

な役割は絶対に必要であると結論づけている。可

能であれば，これに関連する法律を作成する必要

がある。ルール作りに加えて，パンデミック，パ

ンデミック後，そして，将来の他のパンデミック

に直面した警戒の両方で，政府の管理が重要であ

る。台湾のパンデミック時代の対応を比較する

と，感染症の問題を克服するためには，継続的な

政策転換が必要であることを明らかにした。

以上の考察は，いくつかの政策課題を示唆して

いる。第１に，台湾はフェイスマスク政策に頼っ

てきたが，COVID-19政策を成功させるための複

数の要素がある。社会の社会的，文化的，経済的

要因を考えると，成功の中心はガバナンス能力で

ある。CECCは，省間および機関内の調整を利用

して，より一貫した対応戦略を作成し，資源をよ

り効率的に動員して割り当てることができる。第

２に，最高の危機管理の結果のために，政府の正

当性も重要である。市民は，高い協調行動を生み

出すために，必要な規制措置を認識しなければな

らない。したがって，政府が危機を定義する方法

は，最も重要である。透明性とコミュニケーショ

ンは，より高い協力とコンプライアンスを生み出

す助けにもなっている。透明性とコミュニケー
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ションがテーブルにもたらす追加の利点は，専門

家が今後より洗練された戦略を議論し，較正でき

るようにすることである。第３に，群衆の知恵は

COVID-19の戦いに役立つ。可能であれば，市民

の積極的な関与は，政府にとって役に立つ。また，

社会とのやり取りを繰り返し行うとともに，政府

は，目的の政策目標や市民の行動をより良く整え

る戦略を管理するために危機を改善することもで

きるだろう。
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